
□一般会計 総額

（単位：千円）

1 496,056

2 3,207,510

3 645,223

4 627,624

5 172,200

（単位：千円）

1 4,512

2 593,000

3 189,000

4 3,783,000

5 186,862

6 47,000

7 38,920

（単位：千円）

1 347,250

2 47,000

 地方特例交付金

子ども手当交付金
障害児者自立支援給付費負担金
道路維持事業補助金

子ども手当交付金
障害児者自立支援給付費負担金
子宮頸がん等ワクチン予防接種事業補助金

特別養護老人ホーム等建設費補助金

国庫支出金

市債

前年度剰余金

老人福祉施設整備債

旅券窓口整備事業
神奈川県からの事務移譲により、旅券窓口事務を行
うにあたり、事務所の整備に係る基本・実施設計を
行うもの

東日本大震災による消防団員の公務災害補償に対応
するため、平成２３年度に限り引き上げられる掛金
の増額分を補正するもの

民間保育所の施設整備費補助金について、対象工事
の遅延により、年度内に完了が見込めないため

障害児者介護給付費等
障害者自立支援法の制度改正に伴う障害福祉サービ
スの拡充等により、支給額が当初の見込みを上回る
ため増額するもの

子ども手当

「平成２３年度における子ども手当の支給等に関す
る特別措置法」の成立に伴い、平成２４年２月支給
分の子ども手当について補正を行うもの（４か月
分）

日本脳炎予防接種、子宮頸がん予防接種等の接種件
数が当初の見込みを上回るため増額するもの

交通安全施設整備事業
相模大野立体及び鶴の台立体に、冠水の際の車両侵
入禁止情報を迅速に提供する路面冠水情報装置を設
置するもの

　子ども手当に係る平成２４年２月支給分、障害児者介護給付費等の不足分、特別養護老人
ホーム等建設費補助金の増額分などについて補正予算を計上するとともに、指定管理経費の
債務負担行為の設定などを行うもの。

補正前

1,205,988244,423,000

補正後
一般財源

＊歳入予算の主なもの 主　な　内　容

補正

５，２３１，０００千円
（単位：千円）

＊歳出予算の主なもの

地方特例交付金

県支出金

繰越金

平成２３年度１２月補正予算の概要

補正額の財源内訳

特定財源

5,231,000 249,654,000 4,025,012

特別養護老人ホーム（（仮称）ケアプラザさがみは
ら）の建設費補助金について、工期の変更に伴い、
補助金額を増額するもの

個別予防接種事業

退職報償金等掛金

＊繰越明許費の設定

施設整備費補助金

交通安全施設整備事業
（相模大野立体ほか１）

路面冠水情報装置が受注生産となっており、工期が
確保できないため



1

期　間　平成23年度から指定期間終了年度まで

2

期　間　平成21年度から平成26年度まで

□下水道事業特別会計(下水道勘定)
総額

1 453,000

1

期　間　平成22年度から平成24年度まで

□自動車駐車場事業特別会計

＊債務負担行為の設定

1

期　間　平成23年度から平成26年度まで

□公債管理特別会計
総額

＊歳出予算

1 354,000

2 99,000

（単位：千円）

（単位：千円）

　　（23年度△9,000千円・24年度+18,000千円）

４５３，０００千円

公債管理特別会計繰出金
神奈川県の無利子貸付制度を活用し、公共下水道債
の借換を行うもの

【変更】

【追加】

４４９，０００千円

下水道事業特別会計事務経費 借換に伴う補償金

＊債務負担行為の設定

地方公営企業会計移行事務経費 下水道事業の地方公営企業会計への移行時期の変更
に伴い、限度額及び期間を変更するもの限度額　107,000千円

矢部駅踏切改良事業 ＪＲ東日本との発注事務調整、東日本大震災の影響
及び工事着手後に想定外のレキ層の存在が判明した
ことなどにより、限度額及び期間を変更するもの限度額　1,376,451千円

　　（23年度△141,000千円・24年度△15,200千円

　 　・25年度+340,000千円・26年度+232,451千円）

【追加】

【変更】

＊債務負担行為の設定

下水道事業特別会計償還元金 借換に伴う償還元金

指定管理者の指定に伴い、各施設の管理業務につい
て、指定期間終了までの債務負担行為を設定するも
の（相模原駅自動車駐車場指定管理経費ほか２件）限度額　857,103千円（総額）

＊歳出予算の主なもの

指定管理経費

指定管理経費 指定管理者の指定に伴い、各施設の管理業務につい
て、指定期間終了までの債務負担行為を設定するも
の（城山文化ホール指定管理経費ほか１０件）限度額　3,345,937千円（総額）


